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　税源移譲で所得税が減少したことにより、住宅借入金等特別控除限度額が所得税額より大きくなり、所

得税から控除しきれなくなる場合があります。このため、平成11年１月１日から平成18年12月31日までに

入居した方に限り、今まで所得税から控除されていた方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合

は、申告により、平成20年度以降の町県民税の所得割額からも控除する経過措置が設けられます。

　対象者はその年の３月15日(平成20年は３月17日)までに１月１日現在の住所地である市町村に、「町県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」に源泉

徴収票を添付して提出してください。なお、税務署に確定申告書を提出する方は、税務署へ申告書を提出してください（毎年提出する必要があります

ので、注意してください）。詳しいことは、税務課までお問い合わせください。

　地震保険への加入を促進する目的で、従来の損害保険料控除を見直し、地震保険料控除が創設されます。

　対象者は、平成20年７月１日から平成20年７月31日までの間に、平成19年１月１日

現在の住所所在地の市町村に申告してください。

　税源移譲では、ほとんどの方は所得税が減り、町県民税が増えるようになりました。しかし、退職などの理由により、平成19年中の所得が大きく下

がり、平成19年分の所得税がかからない場合は、税源移譲の負担軽減が受けられない一方、平成19年度分の住民税は税源移譲による負担増の影響を受

けることになります。このように、平成18年と平成19年の所得変動に伴う負担増を調整するため、経過措置が設けられます。（この経過措置は、平成

19年度の町県民税のみが対象です。）

　平成20年度に納めていただく町県民税について、次のとおり改正となります。皆さんの制度へのご理解

とこれからの納税についてご協力をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問合せ】税務課　☎８３―１２２４

①税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅借入金等特別控除限度額が所得税額よりも大きくなり、控除しきれなくなった方

②住宅借入金等特別控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくな

った方

住宅借入金等特別控除額
税源移譲後の税率で算出した前年

分の所得税額

平成19年度町県民税の課税所得金額

（申告分離課税分を除く。）
所得税との人的控除額の差の合計額

平成20年度町県民税の課税所得金額

（申告分離課税分を含む。）
所得税との人的控除額の差の合計額

次の①、②のいずれか少ない金額

①前年分の所得税の住宅借入金等特別控除限度額

②税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額

□対象者　　　次の①と②のいずれかに該当する方

□計算方法

□申告方法

⑴支払地震保険料の２分の1に相当する金額（町県民税は25,000円、所得税は50,000円を上限）を控除します。

⑵平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料（保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの）には、従前の損害保険料控除を適用す

る経過措置が設けられます（町県民税は10,000円、所得税は15,000円を上限）。なお、短期損害保険料控除は廃止となります。

※上記⑴、⑵の両方を適用する場合は、町県民税は最高25,000円、所得税は50,000円となります。

平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を、

差し引いた額を減額し、すでに納付済の平成19年度分の町県民税額から還付します。

□対象者　　　次の①と②を満たす方

□申告方法

平成20年度町県民税　税制改正！平成20年度町県民税　税制改正！平成20年度町県民税　税制改正！

①住宅借入金等特別税額控除（平成20年度～平成28年度の町県民税に適用）

②地震保険料控除の創設

③税源移譲時の年度間所得の変動に係る経過措置

①

② ≦

＞

－＝

　この後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び一定の障害がある65歳以上の方

を被保険者とした新しい制度です。今まで、医療保険（国民健康保険、健康保険、

共済組合など）に加入されて老人保健制度の対象となっていた75歳以上の方等は、

現在加入している医療保険から後期高齢者医療制度に移行します。

　この制度の運営は、都道府県ごとに行われ、神奈川県では、県内全市町村が

加入する「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が行います。しかし、皆さんか

らの申請や相談などの窓口事務、保険証の引渡し、保険料の徴収は、松田町（町

民健康課国保年金係）が行います。

　また、療養の給付などの保険給付や医療機関での自己負担割合（一般の方は

１割、現役並み所得の方は３割）は、現行の老人保健制度と同じです。

　後期高齢者医療制度については、今後も広報等でお知らせします。

　　　　　　　　　　　   【問合せ】町民健康課国保年金係　☎８３－１２２５

　平成18年11月1日から住民基本台帳法の一部改正にともない、住民基

本台帳の閲覧については「原則公開」から「原則非公開」になりました。

これにより基本的に閲覧はできなくなり、例外的に次の場合は申請する

ことで閲覧することができます。

　１．国や地方公共団体が法令の定める事務遂行のために閲覧する場合。

　２．統計調査・世論調査・学術研究等の調査研究のうち、公益性が高

いと認められるものの対象者を抽出する目的で閲覧する場合。

　３．公益的な団体（例：社会福祉協議会）が地域住民の福祉の向上に

寄与するなど、公益性の高い事業を実施するために閲覧をする場

合など。

　また、この改正により閲覧状況の公表も義務づけられることになり、

平成18年11月から平成19年10月末までの閲覧状況を下表のとおり公表し

ます。

　　　　　　　　【問合せ】町民健康課町民窓口係　☎８３－１２２５

後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料

保険料の算出例

住民基本台帳の閲覧状況

国または
地方公共団体
の機関の名称

自衛隊
神奈川地方協力本部

請求事由の概要

閲覧の範囲閲覧年月日利用目的の概要申出者氏名

「自衛官募集による
適齢者情報の提供に
ついて」の対象抽出

閲覧年月日

平成19年
６月20日

閲覧の範囲

全  域
Ｈ元.4.2～
Ｈ2. 4.1生

上記1の理由による閲覧状況

上記2の理由による閲覧状況

㈱サーベイ
リサーチセンター

平成19年
３月１日 松田惣領

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）
が実施する「第５回情報化社会と青少
年に関する意識調査」の対象抽出

社団法人
中央調査社

平成19年
３月13日 松田庶子日本大学人口研究所が実施する「仕事

と家族に関する全国調査」の対象抽出

㈱サーベイ
リサーチセンター

平成19年
７月18日 松田惣領神奈川県県民部が実施する「県民ニー

ズ調査」の対象抽出

社団法人
新情報センター

平成19年
９月26日

松田惣領
松田庶子

神奈川県保健福祉部が実施する「受動
喫煙に関する県民意識調査」の対象抽
出

㈱サーベイ
リサーチセンター

平成19年
10月17日 松田惣領

神奈川県県民部が実施する「県民のボ
ランティア活動に関する調査」の対象
抽出
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秋の叙勲
 11月３日、危険業務従事者叙勲が発令され、町では

２名の方が受章されました。

 [危険業務従事者叙勲]

瑞宝単光章
柴岡　倖作さん
（中丸自治会）
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瑞宝単光章
濱田　高さん
（中丸自治会）

【問合せ】庶務課庶務係　☎８３－１２２１

　平成20年４月よりスタートす

る後期高齢者医療制度の保険料

の賦課額などが、神奈川県後期

高齢者医療広域連合で決まりま

した。

　保険料の賦課額は、被保険者

の前年所得に応じて負担する「所

得割額」と被保険者全員が等し

く負担する「被保険者均等割額」の合計額です。平成20年度及

び21年度の所得割額を算定する所得割率は100分の7.45、被保険

者均等割額は39,860円で、保険料賦課限度額は50万円です。神

奈川県内は、同じ取り扱いです。

　なお、所得の低い世帯に属する方や被用者保険の被扶養者で

あった方に対しては保険料が軽減され、災害により著しい被害

を受けた場合等の特別な理由のある方に対しての保険料減免も

あります。

　そして、保険料は被保険者ごとに決まり、一人ひとりが松田

町へ納めていただくようになりますが、原則として年金（年額

18万円以上の方）からの天引き（特別徴収）となります。特別

徴収以外の方は、口座振替や納付書で松田町へ納めていただく

普通徴収となります。

　また、被保険者の死亡に際しては、50,000円の葬祭費を支給

します。

〔収入額〕 〔基礎控除額〕

［厚生年金収入208万円の方の場合］

保険料は、年額80,830円になります。

・所得割額　

　（2,080,000円－1,200,000円―330,000円）×7.45/100=40,975円

・被保険者均等割額　　39,860円

・保険料　　40,975円＋39,860円⇒80,830円（10円未満切捨て）

〔公的年金控除額〕 〔所得割率〕〔所得割額〕

〔所得割額〕 〔均等割額〕 〔保険料〕


